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      令和６年度高等学校登山夏山基礎講習会開催要項  

 

１ 目   的   

夏山での歩行技術や生活技術、危急時対策を中心に引率者として身に付けておくべき基礎的な知識や技術を

習得することで、指導者としての資質向上を図る。 

 

２ 主   催 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

国立登山研修所 

 

３ 共   催 

   公益財団法人全国高等学校体育連盟  

 

４ 後   援   

スポーツ庁 

 

５ 協   力 

   長野県山岳総合センター 

 

６ 期   間   

令和６年７月19日（金）～20日（土）の２日間 

   （※どちらか日帰りのみの参加も可能です。） 

 

７ 会   場   

長野県山岳総合センター  及び 周辺山域 

   〒398－0002 長野県大町市大町８０５６－１ TEL（０２６１）２２－２７７３ FAX（０２６）２３５－７２５７ 

 

８ 募集人員等 

（１）応募資格 

所属団体の所属長等（教育長、学校長等）が推薦する以下の者 

高等学校・高等専門学校の山岳部、ワンダーフォーゲル部、オリエンテーリング部、アウトドア部等、登山活

動を行う部活動やクラブで指導する教職員、コーチ、指導者等 

（２）募集人員   20名程度 

 

９ 研修会の日程及び内容   

日  程 内  容 研修場所 

7月 19日（金） 受付8：00～  開会式、講義、班別研修 長野県山岳総合センター及び周辺 

7月 20日（土） 総合研修、班別協議、下山、閉会式  解散14:30頃 長野県山岳総合センター及び周辺山域 

※詳細な日程及び内容は、国立登山研修所ホームページ（http://www.jpnsport.go.jp/tozanken） 

で確認してください。研修場所は天候により、変更になる場合があります。 
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１０ 必要装備 

   国立登山研修所ホームページを参考にしてください。参加承認者には後日個人装備表を送付します。 

 

１１ 参加申込方法 

（１）所属団体の所属長等（教育長、大学長、学校長、会長等）が以下の書類をそろえて参加希望者を推薦し申込を

してください。 

提出書類 備  考 

（ア）高等学校登山夏山基礎講習

会の開催について 【別紙1】 
所属団体の代表者が記入してください。  

（イ）参加希望者個人票 【別紙2】 

参加希望者本人が記入してください。 

初日の講義のみの参加の場合は、別紙４は不要です。 

（ウ）登山指導歴書 【別紙3】   

（エ）健康・体力調査票 【別紙4】 

（オ）参加確認書 【別紙5】  

※申し込み提出書類の様式は、国立登山研修所ホームページからダウンロードできます。 

（２）申込方法  ①tozanken@jpnsport.go.jp宛に必要書類をデータ添付し、電子メールにて送付してください。 

           ②参加確認書（別紙５）は自署の上、スキャンしてください。 

           ③申込を受領した際は必ず返信を行います。 

（３）申込期間  令和6年6月10日（月）～6月21日（金） 必着  ※承認通知の発送は６月末を予定 

 

１２ 参加者の決定 

（１）国立登山研修所で参加申込書類をもとに選考の上、参加者を決定します。 

（２）参加の可否については、推薦者（所属長等）と参加希望者双方に通知します。 

（３）参加承認者には日程表、個人装備表、健康診断書（当所指定の様式に限る）、保険申込書、事前課題等を 

メール送付します。※健康診断書の提出に必要な経費は参加者の負担となります。 

 

１３ 参加費用  

項目 金額 

（１） 長野県山岳総合センターにおける施設利用料        （１泊分） 

                                     （日帰り分 ） 

１８００円 

なし 

（２）研修における所内での食事代（朝食×１食、昼食×２食、夕食×１食）～宿泊者  ３６００円 

（３） 傷害保険料 （公務災害で対応される方は申込の必要はありません） 

※20日（土）の総合研修参加者 

３，０００円または４，０００円 

※参加者で選択 

（４）資料代など ５００円 

  ※参加費用は受付時に集金します（現金に限る）。なお、金額は変更する場合があります。 

 

１４ 参加申込の取り消しについて 

参加申込後、やむを得ず申込を取り消す場合は、必ず推薦者（事務担当部署）から国立登山研修所に申込取

り消しの理由等を連絡してください。※本人から直接国立登山研修所への申込取り消しは受け付けません。 

 

１５ その他 

・本研修会において主催者が撮影・録画した静止画・動画を、広報活動、報告書等に使用する場合があります。 

・インフルエンザや新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修会を中止する場合があります。 


